
令和５年度以降、大学・短期大学、
専修学校専門課程などに進学した方が
対象となります。
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③

④

系高校
介護福祉士

県内製造業・情報サービス業に就職するなら

以下の❶～❹の要件をすべて満たす方が対象です
〈対象者の要件〉

〈居住・就業に関する要件〉


